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諮問第105号の答申 

個人企業経済調査の変更及び個人企業経済統計の指定の変更について（案） 

 

本委員会は、諮問第105号による個人企業経済調査の変更（平成31年度以降に実施する調査に

係る変更）及び個人企業経済統計の指定の変更（平成32年度以降に公表する統計に係る変更）に

ついて審議した結果、下記のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

 

Ⅰ 個人企業経済調査（基幹統計調査）の変更 

１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成29年６月13日付け総統経第81号により総務大臣から申請された「基幹統計調査の変

更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審議した結果、以下のとおり、

統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件のいずれにも適合しているため、「個

人企業経済調査」（基幹統計調査。以下「本調査」という。）の変更を承認して差し支え

ない。 

ただし、以下の「（２）理由等」で指摘した事項については、計画の修正が必要である。 

 

（２）理由等 

ア 調査の目的及び調査対象の範囲の変更 

（ア）本申請では、調査対象となる産業の範囲を限定的に規定している調査の目的を、表

１のとおり変更するとともに、調査対象の範囲を、おおむね全産業に拡大する計画で

ある。 

表１ 

変更案 現 行 

個人企業の経営の実態を明らかにし、個人

企業に関する基礎資料を得ることを目的と

する。 

製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービ

ス業を営む 個人企業の経営の実態を明らか

にし、個人企業に関する基礎資料を得るこ

とを目的とする。 
 

これについては、広範な産業分野にわたる個人企業の実態を明らかにしようとする

ものであり、本調査結果の利活用のより一層の促進に資するものであることから、適

当である。 
 

（イ）また、本申請では、報告の単位を、これまでの事業所単位から個人企業単位に変更

する計画である。 

これについては、複数事業所を有する個人企業において、調査対象となった事業所

分の活動のみを計算して記入する負担を軽減し、個人企業単位に行っている確定申告

のために保存している帳簿等からの転記を可能にするものであり、報告者負担の軽減
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及び正確な記入の確保に資するものであることから、適当である。 

 

イ 報告を求める者の数及び選定方法の変更 

（ア）本申請では、報告を求める者（以下「報告者」という。）の数を約3,700から約

37,000に拡大する計画である。 

これについては、前記アに記載のとおり、調査対象の範囲をほぼ全産業に拡大する

とともに、都道府県別の集計を可能とするために標本設計を見直した結果であり、結

果精度を高め、詳細な集計に資するものであることから、適当である。 
 

（イ）また、本申請では、全ての報告者を毎年交替させる方法を改め、同一の個人企業に

対して３年間継続して調査することとした上で、毎年、全体の３分の１ずつを交替さ

せるローテーション・サンプリングを導入する計画である。 

これについては、全ての報告者を一斉に交替させることにより調査結果に断層が生

じる懸念がある中、統計委員会が「平成27年度統計法施行状況に関する審議結果報告

書（平成28年度上半期審議分）」（平成28年10月７日）において取りまとめた「標本

交替による断層への対応」において、「標本交替が分析結果に大きな影響を与えない

よう、断層が過度に広がる前に標本を交替させる」とローテーション・サンプリング

の導入を推奨していることを踏まえた対応であり、統計の正確かつ安定的な作成・提

供の観点から、適当である。 

なお、ローテーション・サンプリング導入後の運用に当たっては、３年間の調査

期間中に回答が得られなくなることを極力抑制するとともに、廃業や法人化により

調査対象外となった報告者の補充を適切に実施する必要がある。 

 

ウ 報告を求める期間（周期及び実施時期）及び報告を求める事項の変更 

本申請では、①現行の動向調査（四半期調査）と構造調査（年次調査）を年次調査に

集約し、②調査の実施時期を「５月20日～６月末」に変更するとともに、③報告を求

める事項（以下「調査事項」という。）を整理する計画である。 

これらのうち、年次調査への集約については、前記イに記載のとおり、報告者数が大

幅に増加する中、調査実務上の負担及び報告者の記入負担の両面から四半期調査の維

持が困難であることや、本調査結果の利活用を勘案したものであることから、適当で

ある。 

また、調査の実施時期の変更については、他の統計調査の実施時期や報告者の実情な

ど、調査を円滑に実施する時期を検討した結果であり、適当である。 

さらに、調査事項の整理については、利活用ニーズを踏まえつつ、報告者負担の軽減

にも配慮されていることから、おおむね適当であるが、今回の変更により四半期調査

を取りやめることの代替措置等の理由から、表２のとおり、調査事項の追加及び修正

をする必要があることを指摘する。 
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表２ 

指摘事項 理由 

７ 棚卸高、８ 営業経費等、10 設備取得状況 

変 更 案 （記載なし） 正確な報告の確保に

資するため 

（実態として個人企

業においては、専ら

税込で経理処理され

ていることを踏まえ

たもの） 

統 計 

委 員 会 

修 正 案 

「消費税を含む金額を記入してください」との注記を追加 

10 設備取得状況 

変 更 案  国民経済計算の推計

への利活用可能性の

観点等から、現行の

動向調査を取りやめ

ることによる情報の

減少を補う措置が必

要なため 

統 計 

委 員 会 

修 正 案 

調査事項の追加 

11 従業者数 

変 更 案  報告者の正確な回答

に資するため 

統 計 

委 員 会

修 正 案 

調査事項の名称変更及び注記の追加 

14 パーソナルコンピュータの使用の有無 

変 更 案 （記載なし） 報告者の正確な回答

に資するため 

統 計 

委 員 会 

修 正 案 

「パーソナルコンピュータにはタブレット型端末を含みます」との注記を追加 
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指摘事項 理由 

18 事業経営上の問題点 

変 更 案  個人企業の事業経

営上の問題点をよ

り正確に把握する

ため 

統 計 

委 員 会

修 正 案 

選択肢の追加 

 

エ 報告を求める方法の変更 

本申請では、報告を求める方法（以下「調査方法」という。）について、現在用いて

いる都道府県経由の調査員調査から、民間事業者を活用した郵送・オンライン調査に

変更する計画である。 

これについては、前記イに記載のとおり、報告者数が大幅に増加する中、都道府県職

員及び統計調査員の業務負担を大幅に増やすことが極めて困難な状況であることや、

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年３月25日閣議決定。以下「第Ⅱ

期基本計画」という。）において、民間事業者の効果的かつ適正な活用が求められて

いることを踏まえたものであり、また、総務省においても、①統計の品質の維持・向

上、②報告者の秘密保護、③信頼性の確保、④民間事業者の履行能力の確認について、

可能な限りの対応方策を講じるとしていることから、適当である。 
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オ 集計事項の変更 

本申請では、新たに都道府県別集計を行うとともに、調査事項の変更に伴う集計事項

の見直しを行う計画である。 

これらについては、各種統計調査において、地域統計の拡充が求められていることに

対応するものであるとともに、調査事項の変更に伴う所要の修正を行うものであるこ

とから、適当である。 

 

カ 調査結果の公表時期の変更 

本申請では、前記ウに記載のとおり、年次調査への集約及び調査時期の変更に伴い、

表３のとおり、公表時期を変更する計画である。 
 

表３ 

 
（注）ただし、変更直後の平成 31 年度実施の調査結果については、31 年度及び 32 年度の２年分の調査結

果を基に、比較・分析し公表内容等について検討する必要があることから、32 年 12 月（調査実施の

約１年半後）に公表予定 

 

これについては、公表時期が現行の構造調査よりも繰下げになるものの、調査計画

の大幅な見直しを踏まえ、正確な回答を確保し、精度の高い統計を提供するために慎

重な審査・集計を行おうとするものであり、また、変更直後の平成31年度実施の調査

結果については、現行の最後の構造調査（平成31年３月実施、同年７月公表予定）の

結果提供により、利活用上の支障が生じないよう対応されることから、現時点におい

て適当である。 

 

２ 統計審議会諮問第275号の答申（平成13年11月９日付け統審議第９号）で示された「今後

の課題」への対応状況 

本調査については、統計審議会（当時）の諮問第275号の答申において、「電子商取引の

状況についての把握」及び「郵送調査等の調査方法の導入」の２点について、今後の課題と

して指摘されている。 

このうち、「電子商取引の状況についての把握」について、総務省は、平成24年経済セ

ンサス‐活動調査において、電子商取引を行った個人企業の割合が低いとの結果が得られ

ていることや、本調査が予定している規模では、結果表章に必要な標本数の確保が困難で

あることから、対応を見送りたいとしている。一方で、従前から、本調査においては、

「インターネットの接続状況」を把握しており、今後も個人企業における電子商取引の環

境整備の状況を注視することとしている。 

これについては、将来における対応可能性を含め、現時点における総務省の整理は適当

である。 

また、「郵送調査等の調査方法の導入」については、本申請において民間事業者を活用

した郵送・オンライン調査に変更することとしており、適当である（前記１（２）エ参

変更案 現 行 

調査実施翌年の３月まで 〔動向調査票〕各期末の２か月後 

〔構造調査票〕毎年７月下旬 
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照）。 

 

３ オンライン調査の推進 

オンライン調査については、第Ⅱ期基本計画において、「統計調査の実施計画を企画する

際、オンライン調査を導入していない調査は導入の適否を検討する」旨が示されているなど、

その推進に取り組むことが求められている。 

本申請では、調査員調査から郵送調査への変更に加え、オンライン調査についても導入す

ることとしているが、その実施に当たっては、操作性に優れたＨＴＭＬ形式の電子調査票を

作成するとともに、オンラインによる回答のメリットや実際の操作イメージを具体的・視覚

的に説明したリーフレットを配布するなど、オンラインによる回答に支障が生じないよう配

慮する取組が確認されたことから、適当である。 

 

４ 今後の課題 

（１）調査事項の再検討 

統計改革推進会議の最終取りまとめ（平成29年５月19日）において示されている「ビ

ジネスサーベイ」創設に係る検討の進捗状況を踏まえ、必要に応じて、調査事項を再検

討すること。ただし、本調査が事業規模の小さな個人企業を対象としている特性を考慮

し、新たな調査事項の追加等については、その記入可能性や報告者負担を把握した上で、

慎重に検討する必要がある。 

 

（２）調査方法の改善 

本調査の民間委託に伴い予定されている取組の対応状況及び影響について、結果精度

の維持及び回収率確保の観点から検証を行った上で、必要に応じて、その改善を図るこ

と。 

 

（３）公表時期の早期化 

本申請では、調査計画が全面的に見直されることも踏まえ、正確な回答を確保し、精

度の高い統計を提供する観点から慎重な審査・集計を行うため、公表時期を、調査の実

施終了から９か月後として設定しているが、変更後の計画によるノウハウの蓄積を踏ま

え、実査・審査の状況が安定した段階で、公表の早期化を検討すること。 

 

Ⅱ 個人企業経済統計（基幹統計）の指定の変更 

１ 変更の適否 

総務大臣から諮問された「個人企業経済統計」（基幹統計）の指定の変更（作成目的の変

更）については、以下の理由から、変更して差し支えない。 

 

２ 理由等 

現在、個人企業経済統計は、製造業、卸売・小売業及び一部のサービス業を営む個人企業

を対象に、その経営実態を明らかにすることを目的に作成されているが、今般、表４のとお

り、作成対象の範囲を限定せず、広く個人企業全般を対象とする旨の変更を行うこととして
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いる。 

これについては、国内企業数の半数以上を占める個人企業に係る全体像のより的確な把握

や、産業間の比較可能性の向上等に資することから、適当である。 

 
表４ 

変更案 現 行 

個人企業の経営の実態を明らかにすることを目

的とする。 

製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業

を営む 個人企業の経営の実態を明らかにするこ

とを目的とする。 

 

 

 


